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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２５年５月９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年９月１３日 １７時１７分ごろ 

発生場所 香川県小豆島町地蔵埼南方の備讃瀬戸 

 地蔵埼灯台から真方位１６５°３,３００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２３.２′ 東経１３４°１４.７′） 

事故調査の経過  平成２４年９月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 押船 てんゆう、１９トン 

２６０－４５６７８兵庫、宗田造船株式会社 

１６.２０ｍ×５.４０ｍ×１.９５ｍ、鋼 

ディーゼル機関２基、１,４７２kＷ（合計）、平成２０年１月 

Ｂ 台船 第五わこう、約５００トン 

なし、和幸船舶株式会社 

４３.４０ｍ×１３.６０ｍ×３.００ｍ、鋼 

機関なし、１９９７年建造 

Ｃ 漁船 七福
しちふく

丸、４.９トン 

   ＫＡ３－２７７６１（漁船登録番号）、個人所有 

   １２.３０ｍ（Lr）×４.０５ｍ×１.０６ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数１５、平成３年９月１日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４８歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録 日 昭和５６年１２月１７日 

    免許証交付日 平成２０年４月２８日 

         （平成２５年６月２３日まで有効） 

Ａ 一等航海士Ａ 男性 ３０歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録 日 平成２１年１０月２６日 

    免許証交付日 平成２１年１０月２６日 

  （平成２６年１０月２５日まで有効） 

Ｃ 船長Ｃ 男性 ５８歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 
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    免許登録 日 昭和５０年５月２日 

    免許証交付日 平成２３年３月２８日 

（平成２８年６月１７日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ ランプゲートに擦過傷 

Ｃ 後部甲板設置の底引き網用デリック倒壊、右舷船尾外板に擦過傷

等 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び一等航海士Ａほか１人が乗り組み、ストラドル

キャリア（コンテナキャリア）１台を積載したＢ船を押して押船列

（以下「Ａ船押船列」という。）を構成し、一等航海士Ａが、船橋当

直に就き、操舵スタンドに甲板員Ａを就け、針路約１１４°（真方

位、以下同じ。）及び約７.８ノット（kn）の速力（対地速力、以下同

じ。）とし、手動操舵により地蔵埼西方の備讃瀬戸東航路を航行し

た。 

一等航海士Ａは、平成２４年９月１３日１６時５５分ごろ、地蔵埼

灯台から２４７°３,２００ｍ付近において、左舷前方１海里（Ｍ）

付近に１０数隻の操業中の底引き網漁船群を視認し、これらの中に入

らないように針路を約１０°右に変えてしばらく航行していたとこ

ろ、左舷船首約５～１０°、０.７～０.８Ｍ付近に右方に移動中の漁

船を視認した。 

一等航海士Ａは、しばらくして左舷船首方の漁船から北方に発砲ス

チロールの浮きが延びていることを確認し、同漁船が投網中のさわら

流し網漁船（以下「流し網漁船」という。）であると分かった。 

一等航海士Ａは、備讃瀬戸東航路出入り口付近で操業中の底引き網

漁船群を左舷側に見て通過中、左舷側に同航船を認めなかったので、

左舷側には同航船はいないものと思い、さわら流し網に注意しながら

左転を開始した。 

一等航海士Ａは、流し網漁船を避けるつもりで針路をわずかに左方

に変えて航行中、流し網漁船が赤旗を振り始めたことから、更に同漁

船から離れるつもりで左転を開始したところ、左舷船首約４５°１０

０ｍ付近に南東進するＣ船を初めて視認し、甲板員Ａに右舵一杯及び

機関の後進一杯を命じたが、１７時１７分ごろＢ船の船首部ランプゲ

ートの左舷側部とＣ船の船首部のマストとが衝突した。 

船長Ａは、携帯電話で海上保安庁に事故を通報した。 

Ｃ船は、船長Ｃほか１人が乗り組み、１７時００分ごろ、地蔵埼灯

台から２４０°２,５００ｍ付近の備讃瀬戸東航路の出口付近におい

て、３回目の引き網を終え、次の操業場所に移動することとし、数分

間、鳴門海峡方向に向けて航行したところ、右舷側からの追越し船が

船首方に接近してきたので、速力を緩めてしばらくやり過ごすことと



- 3 - 

した。 

船長Ｃは、追越し船が自船から離れたことから、周囲に接近する他

船がいないことを確認した後、針路を約１１４°及び約７.５kn の速

力とし、鳴門海峡に向かう船舶と同じ針路としたので、しばらくの

間、操舵室の前で漁獲物の選別作業を行っても他船と接近することは

ないと思い、選別作業を行い、見張りを行わず、自動操舵により航行

した。 

船長Ｃは、突然、右舷側至近に現れた船体に驚いたが、どうするこ

ともできず、Ａ船押船列と衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の初期、潮流 西流約１.５～２kn 

日没時刻：１８時１２分ごろ 

 その他の事項 船長Ａは、広島県尾道糸崎港出港後約６時間当直を行い、備讃瀬戸

東航路香川県高松市男木島付近で一等航海士Ａに船橋当直を引き継い

で降橋した。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし、Ｃ あり 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ船押船列は、地蔵埼南方の備讃瀬戸を南東進中、一等航海士Ａ

が、備讃瀬戸東航路出入り口付近で操業中の底引き網漁船群を左舷側

に見て通過中、左舷側に同航船を認めなかったので、左舷側には同航

船はいないものと思い込み、前方のさわら流し網漁船が投網する漁網

を避けようとし、左舷方に対する見張りを適切に行わずに左転したこ

とから、Ｃ船と衝突したものと考えられる。 

Ｃ船は、地蔵埼南方の備讃瀬戸において、次の漁場に向けて南東進

中、船長Ｃが、周囲に接近する他船はいないものと思い込み、漁獲物

の選別作業を行い、見張りを行っていなかったことから、Ａ船押船

列と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、地蔵埼南方の備讃瀬戸において、Ａ船押船列及びＣ船が

南東進中、一等航海士Ａが、左舷側には同航船はいないものと思い込

み、左舷方に対する見張りを適切に行わずに左転し、また、船長Ｃ

が、周囲に接近する他船はいないものと思い込み、見張りを行ってい

なかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられ

る。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行い、針路を転じる際には、転じる側の追越

し船、同航船等を確認すること。 

 




